
交通災害共済
申込受付中

令和３年度
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　●問い合わせ
　　保健福祉部 保健課(81-2271ほけんだより

対象者 　２年４月１日現在　田村市に住民登録のある方

発送時期 　３年２月上旬より発送予定

回答方法 　郵送またはスマートフォン・パソコンによるオンライン回答

問合せ
　福島県立医科大学　放射線医学県民健康管理センター
　(024-549-5170
　午前 9 時～午後 5 時（土・日、祝日を除く）

令和２年度 県民健康調査
「こころの健康度・生活習慣に関する調査」のお知らせ

精密検査を受けましょう
　がん検診の結果、「精密検査が必要」と判定された方、精密検査は受けましたか？
　がんの多くは、早期発見・早期治療で治すことができます。また、がんの初期は、自覚症状がないことがほとん
どです。「検診は“精密検査が終わるまで”」と考えて、必ず精密検査を受診してください。
　精密検査は、保険診療の対象となります。保険証と検診結果に同封されていたはがき（精密検査
結果連絡票）を持って、医療機関を受診してください。

　福島県立医科大学では、住民の方の「こころ」や「からだ」の健康状態をお伺いし、必要に応じて適切なケアや
支援を行うための調査を実施しています。
　専門的な支援が必要と判断された場合には、臨床心理士、保健師、看護師等による「こころの健康支援チーム」
からご連絡をさせていただきます。
　普段の生活では気づきにくい「こころ」や「からだ」の変化をチェックできる機会にもなりますので、積極的な
ご回答をお願いします。
　なお、３年８月末までに回答をいただいた方には、結果通知書をお返しいたします。

コロナに負けない！みんなで乗り越えよう！

　　
　みん

なは一人のため
に、一人はみんなのためにOne for all,　All for one　田村市

基本的な感染防止対策を徹底しよう！
●一人一人の感染防止対策が自分と大切な人を守ります。
●正しいマスクの着用は感染防止対策の基本！
　隙間は空いていませんか？
●帰宅時や食事の前など、こまめにせっけんで手を洗いましょう。
　指先、指と指の間、手首も忘れずに！
●人と人との間隔は、できるだけ 2メートル空ける！
　ソーシャルディスタンス！　離れることが思いやり♥
●室内も工夫して、換気をしよう！
　（室温 18度以上、湿度 40％以上を目安に）
●接触確認アプリをインストール

厚労省　接触確認アプリ 検 索

市の最新情報や魅力などを SNS で配信中！◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
Facebook（フェイスブック）

市のニュースやイベント情報
などを配信しています。
田村市に「いいね！」をお願
いします！

LINE（ライン）

友だち登録することで、市
のニュースやイベント情報
などを受け取ることができ
ます。

Twitter（ツイッター）

市のニュースやイベント情
報などを 140 文字以内で簡
潔にタイムリーにお伝えし
ます。

Instagram（インスタグラム）

市の魅力や観光情報をキャ
ンペーンクルーと共にお届
けします。ぜひフォローし
てください！

市民交通災害共済は、交通事故で入院・通院した会員
に見舞金などを支給する制度です。
安い掛金で会員になれますので、万一に備えて家族全
員で加入しましょう。

●加入資格
　市内に住民登録をしている方
　（共済期間前に転出された方は該当になりません）
●共済期間
　4 月 1 日（木）～ 4 年 3 月 31 日（木）
　※年度途中に加入する場合は加入日の翌日から
　　4 年 3 月 31 日まで
●料金
　年額 1 人 500 円
　※年度途中に加入する場合も同額
●申込方法
　行政区を通して各世帯に配布した申込用紙に会費を
　添えて、行政区長に申し込んでいただくか、本庁生
　活環境課、各行政局、各出張所へ直接お申し込みく
　ださい。
問・申
市民部 生活環境課 (81-2272

等級 災害の程度 支給額
1 死亡した場合 1,000,000 円
2 入院通算日数 270 日以上 300,000 円
3 入院通算日数 200 日以上 200,000 円
4 入院通算日数 150 日以上 150,000 円
5 入院通算日数 120 日以上 100,000 円
6 入院通算日数 90 日以上 80,000 円
7 入院通算日数 60 日以上 60,000 円
8 入院通算日数 30 日以上 50,000 円
9 入院通算日数 8 日以上 30,000 円
10 入院通算日数 4 日以上 20,000 円

重度障害
見舞金

自動車損害賠償保障法施行令
第 1 級または第 2 級の障害 300,000 円

田村市
結婚新生活
支援補助金交付事業

2 年 4 月 1 日から 3 年 3 月 31 日までに婚姻届
を提出した夫婦（採択要件あり）に対し、住宅取
得費用、賃料、敷金、礼金、引っ越し費用など、
最大で 30 万円支給されます。

結婚新生活支援補助金とは

・住居が田村市にあり、当該住居に世帯全員の
　住民登録がされている方
・令和 2 年度の夫婦の合計所得を合算した金額が
　340 万未満の方
・婚姻日に夫婦ともに 34 歳以下の方
・市税の滞納がない方
※ほかにも条件があります。
　詳しくはお問い合わせください。

受給対象者

問・申
保健福祉部 こども未来課 (82-1000

新生活
応援
します！


